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区議会提出議案に関する意見聴取 

（令和４年度一般会計補正予算案（第５次）（教育委員会事務局所管分）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年１１月１７日 

 

 

 

（提出者）              

世田谷区教育委員会     

教育長  渡部 理枝 

 

 

 

 

（提案説明） 

令和４年度一般会計補正予算案（第５次）（教育委員会事務局所管分）につき、「地方教育行

政の組織及び運営に関する法律」第２９条に基づき区長から意見を求められたので、本案を提

出する。 
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3   

 

議 案 第 8 3 号  

 

令和 4 年度世田谷区一般会計補正予算（第 5 次） 

 

令和 4 年度世田谷区一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正及び区分） 

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 2,881,143 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 367,061,722 千円

とする。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入

歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為） 

第 3 条 債務負担行為の変更及び追加は、「第 3 表債務負担行為補正」による。 

 

 

 令和 4 年 11 月 28 日提出 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

11



 
                                        （単位：千円） 

 

 
第 1 表 歳入歳出予算補正 

 

歳   入 
 

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計 

13 国 庫 支 出 金  75,402,728 91,602 75,494,330 

 01 国 庫 負 担 金 50,880,615 63,507 50,944,122 

  02 国 庫 補 助 金 24,510,903 28,095 24,538,998 

14 都 支 出 金  35,089,887 2,570,740 37,660,627 

 02 都 補 助 金 18,135,635 2,570,740 20,706,375 

18 繰 越 金  2,833,368 196,184 3,029,552 

 01 繰 越 金 2,833,368 196,184 3,029,552 

19 諸 収 入  12,430,510 22,617 12,453,127 

 04 受 託 事 業 収 入 1,660,383 22,617 1,683,000 

歳 入 合 計 364,180,579 2,881,143 367,061,722 
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                                                   5 

 

 
 

歳   出 
 

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計 

02 総 務 費  30,565,816 71,979 30,637,795 

 03 区 民 費 11,677,452 71,979 11,749,431 

03 民 生 費  161,632,205 40,695 161,672,900 

 01 社 会 福 祉 費 70,388,238 28,095 70,416,333 

 02 児 童 福 祉 費 69,572,270 12,600 69,584,870 

05 衛 生 費  27,574,838 1,759,399 29,334,237 

 01 衛 生 管 理 費 4,022,131 348,298 4,370,429 

 03 公 衆 衛 生 費 23,198,357 1,411,101 24,609,458 

06 産 業 経 済 費  5,709,523 948,000 6,657,523 

 01 商 工 費 3,403,380 948,000 4,351,380 

08 教 育 費  26,746,418 61,070 26,807,488 

 03 中 学 校 費 6,081,386 61,070 6,142,456 

歳 出 合 計 364,180,579 2,881,143 367,061,722 

    

 

（単位：千円） 
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第 2 表 繰越明許費補正 

 

    １．追  加 

 

款 項 事 業 名 金 額 

02 総 務 費   23,971 

 03 区 民 費 玉川地域区民施設改修 20,000 

  スポーツ施設改修工事 3,971 

07 土 木 費   171,100 

 04 公 園 費 公 園 新 設 49,500 

  公 園 用 地 買 収 47,000 

  公園・身近な広場改修 74,600 

08 教 育 費   274,867 

 02 小 学 校 費 小 学 校 施 設 改 修 工 事 267,397 

 03 中 学 校 費 中 学 校 施 設 改 修 事 務 7,470 

 

（単位：千円） 
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第 3 表 債務負担行為補正 

 

   1．変  更 
 

事          項 

期    間 ・ 限  度  額 

変 更 前 変 更 後 

八幡中学校改築事業 

令和 5 年度 令和 5 年度～令和 6 年度 

632,790 713,120 

世田谷区議会議員・区長選挙執行における選 

挙ポスター掲示場設置管理等 

令和 4 年度～令和 5 年度 令和 4 年度～令和 5 年度 

189,521 200,388 

 

 
   2．追  加 

事          項 期    間 限  度  額 

中学校普通教室等エアコン賃借 令和 5 年度～令和 18 年度 135,822 

 

 

（単位：千円） 
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（単位：百万円） 

 

財政計画（第 5 次補正現在） 

 

区               分 
年 間 収 入 
見 込 額 

既 計 上 額 
今 次 
計 上 額 

今 後 
計上予定額  

  
一 
 
 
 
 
     

般 
 
 
 
 
     

財 
 
 
 
 
     

源 

特 別 区 税 

特 別 区 民 税 122,724 122,724 0 0 

軽 自 動 車 税 351 351 0 0 

特別区たばこ税 4,206 4,206 0 0 

入 湯 税 6 6 0 0 

計 127,287 127,287 0 0 

地 方 譲 与 税  1,318 1,318 0 0 

利 子 割 交 付 金  292 292 0 0 

配 当 割 交 付 金  2,209 2,209 0 0 

株式等譲渡所得割 
交 付 金 

 2,515 2,515 0 0 

地 方 消 費 税 
交 付 金 

 19,293 19,293 0 0 

環 境 性 能 割 
交 付 金 

 330 330 0 0 

特 別 区 交 付 金 

普 通 交 付 金 56,093 56,093 0 0 

特 別 交 付 金 4,300 4,300 0 0 

計 60,393 60,393 0 0 

繰 越 金 前年度繰越金 17,011 2,833 196 13,982 

そ の 他   4,360 4,360 0 0 

一 般 財 源 計 235,009 220,831 196 13,982 

特 

定 

財 

源 
国 庫 支 出 金   75,494 75,403 92 0 

都 支 出 金   37,661 35,090 2,571 0 

特 別 区 債   4,070 4,070 0 0 

そ の 他   28,810 28,787 23 0 

特 定 財 源 計 146,035 143,350 2,685 0 

合       計 381,044 364,181 2,881 13,982 

注・各数値は、百万円未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場合があります。 
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Ⅰ．歳入歳出補正予算事項別明細書 
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1．総 括 
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（単位：千円） 
 

歳入歳出補正予算事項別明細書（第 5 次） 

 

   1．総  括 

   （歳  入） 

 

款 補正前の予算額 補 正 予 算 額 計 

13 国 庫 支 出 金 75,402,728 91,602 75,494,330 

14 都 支 出 金 35,089,887 2,570,740 37,660,627 

18 繰 越 金 2,833,368 196,184 3,029,552 

19 諸 収 入 12,430,510 22,617 12,453,127 

歳 入 合 計 364,180,579 2,881,143 367,061,722 
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（単位：千円） 
 

 

 

    

   （歳  出） 

 

  

款 

  

補正前の 

予 算 額 

    補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 

補正予算額 計 特 定 財 源 
一般財源 

    国庫支出金 都支出金 そ の 他 

02 総 務 費 30,565,816 71,979 30,637,795 0 0 0 71,979 

03 民 生 費 161,632,205 40,695 161,672,900 28,095 12,974 0 △374 

05 衛 生 費 27,574,838 1,759,399 29,334,237 63,507 1,609,766 22,617 63,509 

06 産 業 経 済 費 5,709,523 948,000 6,657,523 0 948,000 0 0 

08 教 育 費 26,746,418 61,070 26,807,488 0 0 0 61,070 

歳 出 合 計 364,180,579 2,881,143 367,061,722 91,602 2,570,740 22,617 196,184 
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補 正 予 算 款 別   
 

款 補正前の予算額 補正予算額 計 

01 議 会 費 720,022 0 720,022 

02 総 務 費 30,565,816 71,979 30,637,795 

03 民 生 費 161,632,205 40,695 161,672,900 

04 環 境 費 11,445,546 0 11,445,546 

05 衛 生 費 27,574,838 1,759,399 29,334,237 

06 産 業 経 済 費 5,709,523 948,000 6,657,523 

07 土 木 費 30,471,515 0 30,471,515 

08 教 育 費 26,746,418 61,070 26,807,488 

09 職 員 費 57,474,023 0 57,474,023 

10 公 債 費 11,473,409 0 11,473,409 

11 諸 支 出 金 67,264 0 67,264 

12 予 備 費 300,000 0 300,000 

合 計 364,180,579 2,881,143 367,061,722 

注・構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。 
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（単位：千円） 
 

計 上 額（第 5次） 
 

構成比 

合 計 額 の 性 質 別 内 訳 合 計 額 の 財 源 内 訳 

人 件 費 行政運営費 投資的経費 
特 定 財 源 

一般財源 
国庫支出金 都 支 出 金 そ の 他 

0.2% 646,416 73,606 0 758 379 0 718,885 

8.3% 164,009 21,641,545 8,832,241 481,140 1,845,101 7,837,503 20,474,051 

44.0% 0 157,778,675 3,894,225 55,346,124 22,131,535 5,869,060 78,326,181 

3.1% 0 10,960,309 485,237 500 0 1,737,273 9,707,773 

8.0% 0 29,327,247 6,990 13,789,178 5,797,490 272,587 9,474,982 

1.8% 7,380 4,260,186 2,389,957 0 2,584,499 1,896,238 2,176,786 

8.3% 0 13,202,766 17,268,749 3,276,461 2,425,303 7,926,473 16,843,278 

7.3% 11,556 20,721,143 6,074,789 1,988,456 1,230,222 2,619,536 20,969,274 

15.7% 57,474,023 0 0 611,713 1,646,098 4,653,618 50,562,594 

3.1% 0 11,473,409 0 0 0 0 11,473,409 

0.0% 0 67,264 0 0 0 67,264 0 

0.1% 0 300,000 0 0 0 0 300,000 

100.0% 58,303,384 269,806,150 38,952,188 75,494,330 37,660,627 32,879,552 221,027,213 
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3．歳 出 予 算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39 

33



(款) 08 教育費

款

項 補正前の額 補正額 計 財源内訳

目

08 教育費 26,746,418 61,070 26,807,488 一般財源 61,070

03 中学校費 6,081,386 61,070 6,142,456 一般財源 61,070

05 学校施設充実費 1,350,548 7,470 1,358,018 一般財源 7,470

09 学校施設建設費 710,058 53,600 763,658 一般財源 53,600

52

34



（単位 ： 千円）

節       

区分 金額 説明

12 委託料 7,470  1　校舎校庭等施設整備･充実費の補正 7,470

 3　中学校施設改修事務（教育委員会事務局） 7,470

14 工事請負費 53,600  1　中学校校舎・体育館・プール建設費の補正 53,600

 2　中学校改築工事（教育委員会事務局） 53,600
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Ⅱ．繰越明許費補正調書 
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                          繰  越  明  許  

  １．追  加 

 

款 項 事 業 名 金  額 

02 総 務 費   23,971 

 03 区 民 費 玉川地域区民施設改修 20,000 

  スポーツ施設改修工事 3,971 

07 土 木 費   171,100 

 04 公 園 費 公 園 新 設 49,500 

  公 園 用 地 買 収 47,000 

  公園・身近な広場改修 74,600 

08 教 育 費   274,867 

 02 小 学 校 費 小 学 校 施 設 改 修 工 事 267,397 

 03 中 学 校 費 中 学 校 施 設 改 修 事 務 7,470 

    

 56 

38



 

費  補  正  調  書 

 

 

繰    越    理    由 

 

玉川区民会館別館（上用賀アートホール）エレベータ改修工事が年度内に終了しないため。 

千歳温水プールにおける上水ポンプ交換及び非常呼出システム交換が年度内に終了しないため。 

 

成城みつ池緑地拡張工事が年度内に終了しないため。 

上用賀公園拡張用地暫定整備が年度内に終了しないため。 

用賀二丁目公園改修工事が年度内に終了しないため。 

 

学級増に伴う改修工事が年度内に終了しないため。 

・弦巻小学校 

・桜町小学校 

桜丘中学校の学級増に伴う給食室改修実施設計が年度内に終了しないため。 

 

 

（単位：千円） 
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Ⅲ．債務負担行為補正調書 
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60 

 
                       債  務  負  担  行  

 

  1．変  更  
 

番号 事          項 
期    間 ・ 金    額 

変  更  前 変 更 後 

1 八幡中学校改築事業 

令和 5 年度 令和 5 年度～令和 6 年度 

632,790 713,120 

2 
 世田谷区議会議員・区長選挙執行にお 

 ける選挙ポスター掲示場設置管理等 

令和 4 年度～令和 5 年度 令和 4 年度～令和 5 年度 

189,521 200,388 

 
 

2．追  加 

 

番号 事          項 期    間 金    額 

1 中学校普通教室等エアコン賃借 令和 5 年度～令和 18 年度 135,822 
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為    補  正  調  書 

 

 

 

変      更      の      理      由 

積算単価の増による工事費の増額及び改築工事の着工を延期するため。 

木材価格等の高騰により、選挙ポスター掲示場設置等にかかる経費が増額となるため。 

 

 

 

事        業        説        明 

１ 事 業 の 目 的   中学校普通教室等のエアコン賃貸借契約を締結する。 

２ 債務負担の理由   賃貸借期間が長期にわたるため 

３ 経 費 区 分 

     本年度予算計上額           0 

     本年度債務負担額      135,822 

 

 

（単位：千円） 
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（単位：千円）

内　　　　　　　　　　　容 補正額 特定財源

１． 新型コロナウイルス感染症防止対策 1,759,399 1,695,890

(1)
感染症対策
（世田谷保健所）

今後の感染拡大に備えた保健所体制の確保
　＜期間＞令和4年12月末まで→5年3月末まで
　＜内容＞
　　　・積極的疫学調査
　　　・発熱相談センターおよび新型コロナウイルス相談窓口
　　　・入院等待機施設（酸素療養ステーション）
　　　・自宅療養者健康観察センター
　　　・患者搬送

　［地方創生臨時交付金を活用（事業費の一部）］

922,024 881,772

(2)
地域医療整備
（保健福祉政策部）

・今後の感染拡大に備えた社会的検査体制の確保
　①随時検査の実施期間延長
　　令和4年12月末まで→5年3月末まで
　②抗原定性検査キットの追加確保
　　＜対象＞
　　　高齢・障害・保育施設、幼稚園、小中学校、新ＢＯＰ、児童養護
　　　施設等
　　＜キット数＞
　　　550,000キット→635,000キット

・今後の感染拡大に備えたオンライン診療体制の拡充
　①新型コロナウイルスオンライン診療体制確保事業の延長
　　（令和4年10月末まで→5年3月末まで）
　②小児専用同時検査・診療所の開設
　　（令和4年12月8日～5年3月末まで）（予定）
　　小児対応医療機関のひっ迫に備え、新型コロナウイルスとインフ
    ルエンザの同時検査及び対面診療を実施
　③同時検査・オンライン診療の実施
　　（令和4年12月19日～5年2月末まで）（予定）
　　新型コロナウイルスとインフルエンザの同時検査及びオンライン
    診療を実施
　＜①～③の対象者＞
　　重症化リスクが低く、発熱・咽頭痛などの症状があるものの、発熱外
　　来を受診できない世田谷区内在住者、世田谷区外在住の社会的
　　検査対象施設の職員
　　※②は15歳以下が対象
　
　［地方創生臨時交付金を活用（事業費の一部）］

348,298 325,041

歳出事業概要

一般会計補正額 2,881,143

事業名
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内　　　　　　　　　　　容 補正額 特定財源

(3)
高齢者インフルエンザ予
防接種
（世田谷保健所）

高齢者インフルエンザ定期予防接種の全額公費負担
　＜実施期間＞令和4年10月1日～5年1月31日
　＜対象者＞①満65歳以上の方
　　　　　　　　 ②満60歳以上65歳未満であって基礎疾患がある方
　＜自己負担＞2,500円→0円（都補助事業を活用）
　
　［地方創生臨時交付金を活用（事業費の一部）］

489,077 489,077

２． エネルギー価格・物価高騰等対応 1,121,744 989,069

(1)
商業振興
（経済産業部）

せたがやPayによる消費喚起の拡充
　せたがやPay利用額に応じたポイントを利用者に還元
　＜実施内容＞
　　  ・令和4年11月1日～5年1月31日（30％還元）
　　　　　 消費喚起キャンペーンの実施に必要な経費を増額する。
　　　・令和5年2月1日～2月28日（10％還元）
　　　　　 　      3月1日～3月31日（5％還元）
　　　　　 新たな消費喚起キャンペーンを実施する。

　[地方創生臨時交付金を活用（事業費の一部）]

948,000 948,000

(2)
生活困窮者自立促進支援
事業
（保健福祉政策部）

申請期限の延長に伴う生活困窮者自立支援金の増
　＜申請期限＞
　　令和4年9月30日まで→12月31日まで

28,095 28,095

(3)
私立保育園運営
（保育部）

0 0

(4)
認定こども園運営
（保育部）

0 0

(5)
特定地域型保育事業
（保育部）

0 0

(6)
認証保育所事業
（保育部）

0 0

(7)
単独施設型一時保育事業
（保育部）

0 0

(8)
病児・病後児保育事業
（保育部）

0 374

(9)
保育室制度運営
（保育部）

0 0

(10)
家庭福祉員制度運営
（保育部）

0 0

(11)
社会福祉施設への支援事
業
（保健福祉政策部）

障害福祉サービス事業所への支援事業経費の財源更正
　都支出金　障害者施設等物価高騰緊急対策事業　67,892
　都支出金　地方創生臨時交付金　△67,892

0 0

子ども・子育て関連施設への支援事業経費の財源更正
　　都支出金　保育所等物価高騰緊急対策事業　143,966
　　都支出金　子供家庭支援区市町村包括補助事業　228
　　都支出金　地方創生臨時交付金　△143,820
　　一般財源　△374

事業名

66
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内　　　　　　　　　　　容 補正額 特定財源

(12)
子育て支援事業
（保育部）

都補助を活用した認可外保育施設への支援
　＜対象＞ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設等
　＜補助額＞1施設あたり月額2万円
　＜補助対象期間＞令和4年10月～5年3月

12,600 12,600

(13)
世田谷地域出張所維持運
営
（世田谷総合支所）

6,128 0

(14)
太子堂区民センター維持
運営
（世田谷総合支所）

425 0

(15)
弦巻区民センター維持運
営
（世田谷総合支所）

1,888 0

(16)
桜丘区民センター維持運
営
（世田谷総合支所）

1,314 0

(17)
宮坂区民センター維持運
営
（世田谷総合支所）

1,060 0

(18)
世田谷地域地区会館維持
運営
（世田谷総合支所）

1,296 0

(19)
世田谷地域区民集会所維
持運営
（世田谷総合支所）

40 0

(20)
美術館維持管理
（生活文化政策部）

12,000 0

(21)
文学館維持管理
（生活文化政策部）

5,500 0

(22)
地域体育施設の維持運営
（スポーツ推進部）

703 0

(23)
総合運動場維持運営
（スポーツ推進部）

7,537 0

(24)
千歳温水プール維持運営
（スポーツ推進部）

6,306 0

(25)
大蔵第二運動公園運動施
設維持運営
（スポーツ推進部）

7,782 0

(26)
玉川地域区民施設改修
（玉川総合支所）

玉川区民会館別館（上用賀アートホール）エレベータ改修工事 20,000 0

(27)
中学校施設改修事務
（教育委員会事務局）

桜丘中学校の学級増に伴う給食室改修実施設計 7,470 0

(28)
中学校改築工事
（教育委員会事務局）

積算単価の増に伴う八幡中学校一部改築工事費の増 53,600 0

区立施設の光熱水費上昇への対応
　直近までの上昇率等を踏まえ、所要経費を追加計上する。

事業名
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